
 

   静岡市建設業関連業務に係る総合評価方式制限付一般競争入札実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が発注する建設業関連業務に係る総合評価方式制限付一般競争入札

（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の 10の２

第１項及び第２項の規定により落札者を決定する一般競争入札で参加者の資格を制限するも

のをいう。以下同じ。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）選定委員会 静岡市建設業者等選定委員会規程（平成15年静岡市訓令第28号）に基づく

静岡市建設業者等選定委員会をいう。 

（２）発注業務 市が総合評価方式制限付一般競争入札により発注する建設業関連業務をいう。 

（３）技術提案 企業の豊かな経験やアイデアを入札参加者に求める提案をいう。 

（４）標準型 総合評価方式制限付一般競争入札のうち技術的な工夫の余地が大きい業務につ

いて技術提案を求め、その提案に係る具体的な業務計画及び業務成績、業務実績等の技術

力並びに価格を総合的に評価するものをいう。 

（５）簡易型Ⅰ及び簡易型Ⅱ 総合評価方式制限付一般競争入札のうち、技術的な工夫の余地

が小さい業務について、業務成績及び業務実績等の技術力並びに価格を総合的に評価する

ものをいう。 

 （対象業務の選定） 

第３条 市長は、総合評価方式制限付一般競争入札の対象業務及び入札の型（標準型、簡易型

Ⅰ及び簡易型Ⅱをいう。）を選定するに当たっては、設計金額及び発注業務の特性に応じて選

定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注業務の規模及び特殊性等に応じて市長が必要と認めるとき

は、設計金額によらず選定することができる。 

 （入札参加者に必要な資格） 

第４条 総合評価方式制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

（１）施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）静岡市における建設業関連業務入札参加資格の認定を受けていること。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基



 

づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）

でないこと。 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める要件を満たす者であること。 

 （入札の対象者） 

第５条 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる者を市が実施する入札に参加させない

ものとする。 

（１）暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号に規定

する暴力団員等をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者。 

（２）静岡市入札参加停止等措置要綱（平成24年４月１日施行）に基づく入札参加停止の期間

中である者。 

 （技術力の評価） 

第６条 市長は、総合評価方式制限付一般競争入札に当たっては、入札の型及び入札参加者に

必要な資格等を勘案して、発注業務ごとに次に掲げる項目のうち、必要なものに基づき、応

札者の技術力を評価する。 

（１）評価テーマに対する技術提案 

（２）業務の実施方針等 

（３）企業の能力等 

（４）予定技術者の経験及び能力 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項 

２ 市長は、前項各号に掲げる項目ごとの評価に、次条に定める方法により価格その他の条件

を加味し、市にとって最も有利な申込みを決定する基準（以下、 「落札者決定基準」という。）

を選定委員会の審議に付した上で定めるものとする。 

３ 前項の場合において、標準型に係る落札者決定基準を定めるときは、施行令167条の10の２

第４項及び地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号）第12条の４の規定に基づき、第

13条の総合評価競争入札審査員のうち２人以上の意見を聴いた上で、選定委員会の審議に付

するものとする。 

 （落札者の決定方法） 

第７条 市長は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者のうち、予定価格に対する入札価

格の割合に応じて算定した価格評価点に、落札者決定基準に基づき算定した技術評価点を加



 

算した数値（以下、「評価値」という。）が最も高い者を落札者として決定する。 

 （入札の公告） 

第８条 市長は、総合評価方式制限付一般競争入札を実施しようとするときは、施行令第167条

の６、静岡市契約規則（平成15年静岡市規則第47号）第７条、地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第６条及び静岡市の物品等又

は特定役務の調達手続きの特例を定める規則（平成17年静岡市規則第87号）第３条の規定に

基づき公告しなければならない事項のほか、次の事項について公告するものとする。 

（１）総合評価方式制限付一般競争入札による旨 

（２）総合評価方式制限付一般競争入札に参加するための要件 

（３）落札者決定基準 

（４）提示性能等の取扱いに関する事項 

（５）提示性能等の担保に関する事項 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項 

 （標準型に係る入札参加申請及び落札決定） 

第９条 標準型で行う入札に参加しようとする者は、前条の公告において指定された期日まで

に、入札参加資格確認申請書（様式第１号）及び技術提案書（様式第２号）その他必要な書

類を提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは加算点を算出し、その結果を選定委員

会の審議に付した上で、技術提案の採否を決定する。 

３ 市長は、技術提案等の評価に当たっては、当該技術提案等の実現性及び有効性を確認し、

必要があると認めるときは、当該技術提案をした入札参加者に対してヒアリングを実施する

ものとする。 

４ 市長は、第６条第３項の規定による意見の聴取に当たっては、技術提案の採否に当たり、

改めて審査員の意見を聴く必要があるかどうかについて併せて確認するものとし、必要があ

るとの意見があったときは、これによるものとする。 

５ 市長は、第１項の規定による申請を受けたときは、選定委員会の審議に付した上で、入札

参加資格の有無を判定し、その結果を申請者に通知しなければならない。この場合において、

入札参加資格を有しないと判定した旨を通知するときは、その理由を示すものとする。 

６ 前項後段の規定により示された理由については、当該申請者は、市長に対してその説明を

求めることができる。 

 



 

 （簡易型Ⅰ及び簡易型Ⅱに係る入札参加申請及び落札者の決定） 

第10条 簡易型Ⅰ又は簡易型Ⅱで行う入札に参加しようとする者は、第８条の公告において指

定された期日までに、入札参加資格確認申請書及びその他必要な書類を提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、公告で定める資格要件が該当してい

るか確認するものとし、その結果を申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により入札参加資格要件に該当しない旨の通知を受けた申請者は、市長に対し

てその理由の説明を求めることができる。 

４ 市長は、第１項の規定により提出された入札参加資格確認申請書等に基づき算定した加算

点及び入札価格から第７条の規定により評価値を算定し、最も高い評価値の者を落札候補者

とする。 

５ 落札候補者は、第８条の規定による公告で定める期日までに前項の加算点の基礎となる企

業の能力等に誤りがないことを確認する書類を提出するものとする。 

６ 市長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、選定委員会の審議に付した上で、

当該落札候補者の加算点を確認し、落札候補者が入札参加資格を有することを確認したとき

は落札決定を行うものとし、その結果を申請者に通知しなければならない。 

７ 市長は、前項の規定による確認の結果、落札候補者が入札参加資格を有しないことを確認

したときは、次順位者の加算点について確認を行うものとする。この場合においては、前項

の規定を準用する。 

８ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、開札の

前に、入札参加資格確認申請書等について選定委員会に審議を行わせることができる。 

 （技術提案等の取扱い） 

第11条 第９条第１項及び前条第１項の規定により提出のあった技術提案等はその採否にかか

わらず、公表しない。 

２ 市長は、技術提案等の内容が広く一般的に使用されることとなった場合は、産業財産権等

の排他的権利が設定されているものを除き、これを使用することができる。 

 （技術提案等の担保） 

第12条 市長は、落札者となった者がその者の責により技術提案等の内容に従った業務を行わ

なかった場合には、次に定める措置を講じるものとする。 

（１）標準型で行う入札で提出された技術提案が達成されなかったときは、落札者に対し、期

間を指定して違約金を請求する。 

（２）静岡市建設業関連業務成績評定要領に規定する業務成績評定において、評価を減じる。 



 

 （総合評価競争入札審査員） 

第13条 市長は、総合評価方式制限付一般競争入札に関し、専門的な意見を聴取するため、総 

合評価競争入札審査員を置く。 

２ 審査員は、２人以上とする。 

３ 審査員は、建設業関連業務、契約等に関し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱す

る。 

 （設計図書の配付） 

第14条 設計書、仕様書、図面等の設計図書は、市長が指定するウェブサイトを通じて無償で

配付するものとする。 

 （契約約款等の閲覧） 

第15条 契約約款、入札心得及び質問に対する回答書は、市長が指定する場所において、市長

が定めるところにより閲覧に供する。 

 （入札保証金） 

第16条 総合評価方式制限付一般競争入札に係る入札保証金は、静岡市契約規則（平成15年静

岡市規則第47号）第14条ただし書の規定により免除する。 

 （入札延期の場合の措置） 

第17条 市長は、入札心得の規定に基づき総合評価方式制限付一般競争入札の入札日時を延期

する場合においては、公告その他市長が適当と認める方法により周知するものとする。 

 （資格確認後の営業停止等に係る入札の効力） 

第18条 落札候補者が落札決定されるまでの間並びに第９条第５項及び第10条第２項の規定に

より総合評価方式制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者が、当該

確認を受けた時から落札者を決定する時までの間に第４条に規定する入札参加者に必要な資

格を失った場合は、その者の行った当該入札は、入札に参加する資格のない者が行う入札と

みなして、無効の取扱いとする。 

 （雑則） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、総合評価方式制限付一般競争入札の実施に必要な事項

は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



 

様式第１号（第９条関係） 

入札参加資格確認申請書 

年 月 日  

  （宛先）静岡市長 

所在地又は住所 

申請者 商号又は名称 

                       代表者職氏名 

                       電話番号      －    －   

（担当者名           ） 

 

  下記の委託に係る入札に参加する資格について確認されたく申請します。 

  なお、地方自治法施行令第167条の４に規定する者でないこと、暴力団員等、暴力団員の配

偶者及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 入札番号   第    号 

２ 委託名   

３ 参加資格   公告及び入札説明書のとおり。 

 

【注意】 

  １ 落札候補者は、公告に定める提出期限までに入札参加資格確認申請書類を提出してく

ださい。 

    なお、提出できない場合又は入札参加要件を満たしていない場合は、入札を無効とし

ます。 

  ２ 当該入札参加資格確認申請書に関し虚偽が発覚した場合は、入札参加停止や契約解除

等の必要な措置を行うこともありますので御承知ください。 



 

様式第２号（第９条関係） 

入札番号 第    号  

技術提案書 

 

入札参加者名   

 

 

技術提案 

 

 

① 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

④ 

 

 

 

 

⑤ 

 

 

 

 【作成方法、注意事項等】 

  （１）技術提案書の作成 

   ア 本様式によりA４サイズ２ページ以内に、簡潔かつ要領よく記述することとする。 

     また、説明資料を添付する場合は、技術提案内容の根拠等が的確に把握できる範囲

とし極力少なくすること（１提案あたり A４サイズ１ページ程度、合計で５ページ以

内）。 

 

   イ 次に掲げる内容のいずれかに該当した場合には、入札参加を認めない。 

    ① 技術提案書に記載が無い場合 

 



 

    ② 発注者が設定している標準案を転記しただけの場合 

    ③ 発注者が設定している標準案を満たさない提案等で技術提案が不採用であった場 

     合 

 

  （２）その他 

   ア 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

   イ 提出された技術提案書は返却しない。 

   ウ 他機関及び他工事との調整が必要となるものは原則認めない。 

   エ 具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとする。なお、次に掲げるような内

容については、評価しない。 

    ① 内容が抽象的なもの 

    ② 表現が曖昧なもの 

    ③ 実行の有無が確認できないもの 

   オ 技術提案書の内容についてのヒアリングは原則として行わない、なお、ヒアリング

実施の必要が生じた場合は別途通知する。 

   カ 技術提案書に記載された内容については、その内容が一般的に使用されている状態

となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、産業財産権等の排他

的権利を有する提案についてはこの限りではない。なお、発注者は、提案内容に関す

る事項が提案者以外の者に知られることのないように取り扱うものとする。 

 

 


